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【韓国】ドローンの商業利用の促進等に係る法改正 
 

 海外立法情報課 藤原 夏人 
 
＊ドローン（無人飛行装置）の利活用の促進及び関連産業の振興を目的として、2017 年 8 月 9

日、航空安全法及び航空事業法が改正され、同年 11 月 10 日に施行された。 

 

1 背景 

現在、アメリカを始めとする世界各国で、軍事用のみならずレジャーや商業利用を目的とし

たドローンの開発や利活用が進められている。韓国においても、2017 年 7 月に公表された「文

在寅（ムン・ジェイン）政府国政運営 5 か年計画」の中で、ドローン関連産業を第 4 次産業革

命推進の一翼を担う新産業の 1 つに位置付けている（本誌 273-2 号（2017 年 11 月）p.14 参照）。 

2016 年の韓国のドローン関連産業の市場規模は 704 億ウォン（1 ウォンは約 0.1 円（平成 29

年 12 月分報告省令レート））と推定されているが、2017 年には 1316 億ウォンに拡大すると見

込まれている。国土交通部（部は省に相当）は、市場規模を 2026 年までに 4 兆 1 千億ウォンに

拡大させることを目標としており、現在、「ドローン産業発展基本計画」の策定を進めている。 

 

2 ドローンの法律上の位置付け等 

  韓国の航空関連法規では、航空機等の種類は大きく「航空機」、「軽量航空機」及び「超軽

量飛行装置」の 3 つに分類されており（航空安全法第 2 条）、ドローンは超軽量飛行装置の 1

種である「無人飛行装置」に分類される（ただし、燃料を除く機体重量が 150kg を超える場合

は航空機の 1 種である「無人航空機」に分類される。以下、無人飛行装置としてのドローンを

扱う。）。 

ドローンの利活用に当たっては、機体重量や用途により、機体の申告、事業登録等を行うこ

とが義務付けられている（表参照）。また、ドローンを飛行制限区域や高度 150m 以上で飛行

させる場合は、事前に国土交通部長官（以下「長官」）の飛行承認を得なければならない（航

空安全法第 127 条）。 

なお、ドローンの操縦者に対しては、落下物の投下禁止、飲酒状態での操縦禁止等の遵守事

項が規定されている（航空安全法第 129 条第 1 項及び同法施行規則第 310 条）。 

 

表  ドローンの利活用に必要な手続等 

用途区分 機体申告・抹消 安全性認証 事業登録 保険登録 
操縦資格 

（満 14 歳以上） 

事業用 

25kg 超 ○ ○ ○ ○ ○ 

12kg 超～25kg ○ × ○ ○ ○ 

12kg 以下 ○ × ○ ○ × 

非事業用 

25kg 超 ○ ○ × × × 

12kg 超～25kg ○ × × × × 

12kg 以下 × × × × × 

（注） ○は要、×は不要を表す。安全性認証の重量区分は最大離陸重量、それ以外は機体重量（燃料を除く。）。 
（出典） 国土交通部報道資料（2017 年 7 月 18 日）等を基に筆者作成。 
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3 法改正の主な内容 

  2017 年 7 月 18 日、ドローンの商業利用促進等のための航空安全法及び航空事業法の一部改

正法律案が国会本会議で可決され、同年 8 月 9 日に公布された。主な内容は次のとおりである。 

 

（1）ドローン操縦資格に係る実技試験場等の整備（航空安全法第 125 条第 3 項新設） 

  最近のドローン操縦資格（法律上の名称は「超軽量飛行装置操縦者証明」）の受験者急増に

対応するため、長官が、ドローン操縦資格に係る実技試験場、教育施設等を指定・設置・運営

することができる法的根拠が新設された。 

 

（2）個人情報保護の範囲拡大（航空安全法第 129 条第 4 項） 

  法改正前は、ドローンによる情報収集から保護すべき対象として、個人情報保護法等で規定

されている「個人情報」（個人を特定できる情報）及び「個人位置情報」（特定個人の位置情

報）のみが規定されていた。今回の法改正により、保護対象が、個人情報及び個人位置情報を

含む個人の公的・私的生活及びそれに関連した情報（プライバシー関連情報）に拡大された。 

 

（3）夜間・目視外飛行のための特別承認制の導入（航空安全法第 129 条第 5 項新設） 

  法改正前は、ドローンの夜間飛行（日没から日の出まで）及び目視外飛行（肉眼で識別でき

ない状態での飛行）は、前述の遵守事項で禁止されていた。 

今回の法改正により、国土交通部令で定めるところにより長官の承認を受けた操縦者に対し、

当該承認の範囲内で夜間及び目視外の飛行を認めるドローンの特別承認制が導入された。これ

により、ドローンの商業利用（夜間のスポーツ中継等）の道が拡大した。 

 

（4）公共目的の場合の適用除外の明文化（航空安全法第 131 条の 2 新設） 

  軍用、警察用又は税関用のドローン及びその関連業務に従事する者に対し、航空安全法を適

用しないことが明文化された（同条第 1 項）。 

  また、国の機関等が、ドローンを災害等に係る捜索・救助、火災消火、救急患者の搬送その

他国土交通部令で定める公共目的により緊急に飛行させる場合も、航空安全法の一部の条項（前

述の遵守事項等）を適用しないことが明文化された。ただし、国の機関等が国土交通部令で定

めるところにより安全管理策等を整備した場合に限られる（同条第 2 項）。 

 

（5）ドローン関連産業の活性化（航空事業法第 69 条の 2 新設） 

国が、ドローン（無人航空機を含む。以下同じ）関連産業の基盤整備、ドローンの安全技術、

運営管理体制等に関する研究開発、専門人材の養成、優秀企業の支援・育成、ドローンの利用

促進・普及、飛行試験施設等の設置・運営等の事業を推進する法的根拠が新設された。 
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